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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　それぞれ無線通信機能を有するクライアント端末装置とドキュメント処理装置とがアド
ホック接続して、当該クライアント端末装置からのドキュメント処理ジョブを当該ドキュ
メント処理装置が実行するドキュメント処理システムであって、
　クライアント端末装置は、先にドキュメント処理装置とアドホック接続してドキュメン
ト処理ジョブを実行した際の当該ドキュメント処理装置の処理情報を保持する情報保持手
段と、アドホック接続したドキュメント処理装置から提供される差分情報に基づいて当該
情報保持手段が保持する処理情報を更新する更新手段と、を備え、
　ドキュメント処理装置は、クライアント端末装置毎にアドホック接続によりドキュメン
ト処理実行した処理情報を保持する履歴情報保持手段と、アドホック接続したクライアン
ト端末装置からのドキュメント処理ジョブを実行する処理情報と前記履歴情報保持手段に
保持された処理情報との差分情報を当該クライアント端末装置に送信する差分通知手段と
、を備えたことを特徴とするドキュメント処理システム。
【請求項２】
　それぞれ無線通信機能を有するクライアント端末装置とドキュメント処理装置とがアド
ホック接続して、当該クライアント端末装置からのドキュメント処理ジョブを当該ドキュ
メント処理装置が実行するドキュメント処理システムであって、
　クライアント端末装置は、先にドキュメント処理装置とアドホック接続した際に使用し
た無線接続に必要な設定情報及び当該アドホック接続してドキュメント処理ジョブを実行



(2) JP 4635592 B2 2011.2.23

10

20

30

40

50

した際の当該ドキュメント処理装置の処理情報を保持する設定情報保持手段と、当該設定
情報保持手段に保持された設定値を用いてドキュメント処理装置とアドホック接続する通
信制御手段と、アドホック接続したドキュメント処理装置から提供される差分情報に基づ
いて当該設定情報保持手段が保持する情報を更新する更新手段と、を備え、
　ドキュメント処理装置は、クライアント端末装置毎にアドホック接続によりドキュメン
ト処理実行した設定情報及び処理情報を保持する履歴情報保持手段と、アドホック接続し
たクライアント端末装置からのドキュメント処理ジョブ実行に係る情報と前記履歴情報保
持手段に保持された情報との差分情報を当該クライアント端末装置に送信する差分通知手
段と、を備えたことを特徴とするドキュメント処理システム。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２に記載のドキュメント処理システムにおいて、
　前記ドキュメント処理装置の履歴情報保持手段は、クライアント端末装置とアドホック
接続した日時情報を保持情報に付加して保持し、アドホック接続がなされる毎に当該日時
情報を更新することを特徴とするドキュメント処理システム。
【請求項４】
　請求項１乃至請求項３のいずれか１項に記載のドキュメント処理システムにおいて、
　前記ドキュメント処理装置の履歴情報保持手段は、クライアント端末装置とアドホック
接続通信した際の通信品質情報を保持情報に付加して保持し、
　当該ドキュメント処理装置は、アドホック接続したクライアント端末装置に対して通信
品質が当該履歴情報保持手段に保持された通信品質情報より劣化している時にはアラーム
を送信するアラーム通知手段を備えたことを特徴とするドキュメント処理システム。
【請求項５】
　無線通信機能を有するクライアント端末装置とアドホック接続して、当該クライアント
端末装置からのドキュメント処理ジョブを実行するドキュメント処理装置であって、
　アドホック接続する無線通信手段と、クライアント端末装置毎にアドホック接続により
ドキュメント処理実行した処理情報を保持する履歴情報保持手段と、アドホック接続した
クライアント端末装置からのドキュメント処理ジョブを実行する処理情報と前記履歴情報
保持手段に保持された処理情報との差分情報を当該クライアント端末装置に送信する差分
通知手段と、を備えたことを特徴とするドキュメント処理装置。
【請求項６】
　無線通信機能を有するクライアント端末装置とアドホック接続して、当該クライアント
端末装置からのドキュメント処理ジョブを実行するドキュメント処理装置であって、
　アドホック接続する無線通信手段と、クライアント端末装置毎にアドホック接続により
ドキュメント処理実行した処理情報及び無線接続に必要な設定情報を保持する履歴情報保
持手段と、アドホック接続したクライアント端末装置からのドキュメント処理ジョブ実行
に係る情報と前記履歴情報保持手段に保持された情報との差分情報を当該クライアント端
末装置に送信する差分通知手段と、を備えたことを特徴とするドキュメント処理装置。
【請求項７】
　無線通信機能を有するクライアント端末装置とアドホック接続して、当該クライアント
端末装置からのドキュメント処理ジョブを実行するドキュメント処理装置をコンピュータ
により構成するプログラムであって、
　アドホック接続する無線通信手段と、クライアント端末装置毎にアドホック接続により
ドキュメント処理実行した処理情報を保持する履歴情報保持手段と、アドホック接続した
クライアント端末装置からのドキュメント処理ジョブを実行する処理情報と前記履歴情報
保持手段に保持された処理情報との差分情報を当該クライアント端末装置に送信する差分
通知手段と、をコンピュータに構成することを特徴とするプログラム。
【請求項８】
　無線通信機能を有するクライアント端末装置とアドホック接続して、当該クライアント
端末装置からのドキュメント処理ジョブを実行するドキュメント処理装置をコンピュータ
により構成するプログラムであって、
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　アドホック接続する無線通信手段と、クライアント端末装置毎にアドホック接続により
ドキュメント処理実行した処理情報及び無線接続に必要な設定情報を保持する履歴情報保
持手段と、アドホック接続したクライアント端末装置からのドキュメント処理ジョブ実行
に係る情報と前記履歴情報保持手段に保持された情報との差分情報を当該クライアント端
末装置に送信する差分通知手段と、をコンピュータに構成することを特徴とするプログラ
ム。
【請求項９】
　それぞれ無線通信機能を有するクライアント端末装置とドキュメント処理装置とがアド
ホック接続して、当該クライアント端末装置からのドキュメント処理ジョブを当該ドキュ
メント処理装置が実行するドキュメント処理方法であって、
　クライアント端末装置が、先にドキュメント処理装置とアドホック接続してドキュメン
ト処理ジョブを実行した際の当該ドキュメント処理装置の処理情報を保持し、アドホック
接続したドキュメント処理装置から提供される差分情報に基づいて当該保持する処理情報
を更新し、
　ドキュメント処理装置が、クライアント端末装置毎にアドホック接続によりドキュメン
ト処理実行した処理情報を保持し、アドホック接続したクライアント端末装置からのドキ
ュメント処理ジョブを実行する処理情報と当該保持した処理情報との差分情報を当該クラ
イアント端末装置に送信することを特徴とするドキュメント処理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、モバイル機器等のクライアント端末装置と、プリンタ装置等のドキュメント
処理装置とが無線ＬＡＮアドホック接続して、クライアント端末装置からのドキュメント
処理ジョブをドキュメント処理装置が実行するドキュメント処理技術に関し、特に、アド
ホック通信の接続を容易化し、また、ドキュメント処理装置による処理履歴を管理するこ
とができる技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、有線ＬＡＮを用いたネットワーク通信に対して、無線通信の高速化や規格化によ
る相互接続性の改善により、無線通信によるネットワーク環境が拡大しつつある。例えば
、無線ＬＡＮのIEEE802.11系、Bluetoothなどの近距離無線通信を用いたデータの送受信
が実用化されている。
　プリンタ装置、スキャナ装置、これらドキュメント処理機能を複合的に備えた複合機等
といったドキュメント処理装置も無線通信機能を搭載することで、オフィスに限らず、店
舗、公共スペース等において、モバイルＰＣ、ＰＤＡ、携帯電話機等といったクライアン
ト端末装置とワイヤレスで接続し、クライアント装置からのドキュメント処理ジョブを実
行することが可能となっている。特に、外出先でのプリントニーズではワイヤレスによる
利便性は大きく、今後、無線を用いたプリント出力の利用が拡大されることが予測されて
いる。
【０００３】
　このような無線プリントに用いることができる通信手段として、例えば、IEEE802.11系
無線通信では、クライアント端末装置がアクセスポイント（ＡＰ）と呼ばれる無線基地局
を経由して、ドキュメント処理装置にネットワーク接続されるインフラストラクチャモー
ドと、アクセスポイントを経由することなく、クライアント端末装置がドキュメント処理
装置に直接接続するアドホックモードとがサポートされている。
　なお、通常は、アクセスポイントを経由してＬＡＮに接続することを前提としているた
め、プリンタ等のドキュメント処理装置もインフラストラクチャモードで接続されるよう
にＬＡＮ上に置かれている。
【０００４】
　このため、外出先のオフィス等でクライアント端末装置からドキュメント処理装置を利
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用してドキュメント印刷をする場合には、先ずクライアント端末装置をアクセスポイント
に接続し、そのネットワーク上にあるドキュメント処理装置にプリント処理ジョブを出力
することが必要となる。
【０００５】
　しかしながら、クライアント端末装置をアクセスポイントに接続するためには、アクセ
スポイントの検索、当該アクセスポイントのサービスセットＩＤ（ＥＳＳＩＤ）やＭＡＣ
アドレス情報の取得、ＬＡＮ接続のためのＩＰアドレスの取得が必要となる。更には、セ
キュリティ対策から、無線接続時の認証や暗号化処理を行う場合もあり、認証を行う場合
には、特定のユーザーしか接続が許可されないため、事前にクライアント端末装置の情報
を登録する必要があり、また、暗号化処理された場合では、暗号鍵情報が必要となる。し
たがって、外部環境においては、これらアクセスポイントに接続するための設定情報を予
め設定しておく必要があり、極めて煩雑な処理や操作が必要とされる。
【０００６】
　また、クライアント端末装置をアクセスポイントに接続しても、ジョブ内容に適したド
キュメント処理装置を検索する必要があり、例えば、ユーザの目の前のプリンタ装置にプ
リント出力したい場合でも、当該プリンタで処理するためにはプリンタのＩＰアドレスや
ホスト名等の情報が必要となって容易ではない。
　このような接続操作の煩わしさを解消する方法として、クライアント端末装置とドキュ
メント処理装置をと一対一で直接無線接続するアドホックモード接続を利用する方法が考
えられる。すなわち、クライアント端末装置と目的のドキュメント処理装置とを直接接続
することで、クライアント端末装置はネットワークに接続する必要なくして、接続先とな
るドキュメント処理装置との間で予め規定した手順を踏むことで無線通信に係わる設定を
取り交わし、ドキュメント処理ジョブをドキュメント処理装置へ送信して実行させること
ができる。
【０００７】
　なお、相手端末がネットワーク接続又はアドホック接続の端末であるかをキャッシュテ
ーブルに保持することにより、ユーザが相手端末がいずれの通信が可能であるかを意識す
る必要なしに無線端末間を通信接続を可能にする発明が提案されている（特許文献１参照
。）。
　また、ＩＰアドレスやデータリンク層アドレス等とともに通信媒体ＩＤをリンクテーブ
ルに保持し、データを送信する際には通信相手のリンクテーブルに基づいて、パケットを
送信するようにして、ＩＰアドレス等に加えて通信相手の通信媒体情報も用いて効率的な
アドホックＬＡＮ通信を行う発明が提案されている（特許文献２参照。）。
　また、無線通信装置がインフラストラクチャモード通信を行って周辺のサービスセット
ＩＤを取得し、このＩＤが取得できない時には、使用する通信チャネルをデフォルト値に
設定してアドホックモード通信に切替えるようにして、自動的にモード切替えを行う発明
が提案されている（特許文献３参照。）。
　また、印刷装置に２つの無線ネットワークへの接続切替え機能を設け、第１の設定情報
に基づいてユーザ無線ＬＡＮに接続し、第２の設定情報に基づいてメーカ無線ＬＡＮに接
続し、新たにユーザ無線ＬＡＮに接続しようとするプリンタに対してユーザＬＡＮに係る
設定情報を送付することで、当該プリンタに対してユーザが設定操作する手間を低減する
発明が提案されている（特許文献４参照。）。
【特許文献１】特開平０７―３０３１０５号公報。
【特許文献２】特開平１１―０４１２７１号公報。
【特許文献３】特開２００２―３３０１４２号公報。
【特許文献４】特開２００３―１６３６６８号公報。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　上記のようにアドホックモード接続では、ネットワーク接続のための煩雑な操作や処理
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を必要としないが、クライアント端末装置は目的のドキュメント処理装置に直接接続する
ために必要な情報を設定する必要がある。
　そして、クライアント端末装置が目的のドキュメント処理装置にアドホックモード接続
しようとする度にこの接続情報の設定をしなければならず、操作や処理が煩雑であるとい
う課題があった。
【０００９】
　また、クライアント端末装置のユーザは、目的のドキュメント処理装置がどのような処
理機能を有しているかを認識した上でジョブ処理を実行させたい要求があるが、これを判
断するための情報が必要となる。
　このために、ドキュメント処理装置で実行した処理の内容（例えば、プリント出力する
用紙サイズ等といった処理属性や、処理サービス）を管理して、ユーザが確認できるよう
にするのが効果的であるが、このような処理情報を効率的に更新管理しなければならない
という課題があった。
【００１０】
　本発明は、上記従来の事情に鑑みなされたのもであり、ドキュメント処理装置によるド
キュメント処理をクライアント端末装置により利用し易い環境を実現することを目的とし
ている。
　すなわち、本発明は、クライアント端末装置がドキュメント処理装置に繰り返してアド
ホックモード接続する場合に容易且つ迅速に接続設定を実行して、ドキュメント処理装置
によるドキュメント処理をクライアント端末装置により利用し易い環境を実現することを
目的としている。
　また、本発明は、ドキュメント処理装置で実行した処理の内容を効率的に更新管理して
、ドキュメント処理装置によるドキュメント処理をクライアント端末装置により利用し易
い環境を実現することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明は、それぞれ無線通信機能を有するクライアント端末装置とドキュメント処理装
置とが無線ＬＡＮでアドホック接続して当該クライアント端末装置からのドキュメント処
理ジョブを当該ドキュメント処理装置が実行するドキュメント処理システム、このような
システムを構成するクライアント端末装置、このようなシステムを構成するドキュメント
処理装置、このようなクライアント端末装置をコンピュータにより構成するプログラム、
このようなドキュメント処理装置をコンピュータにより構成するプログラム、このような
ドキュメント処理システムにより実施される方法である。
【００１２】
　本発明では、クライアント端末装置が、先にドキュメント処理装置とアドホック接続し
た際に使用した無線接続に必要な設定情報及び当該アドホック接続してドキュメント処理
ジョブを実行した際の当該ドキュメント処理装置の処理情報を設定情報保持手段に保持し
、当該保持された設定値を用いて通信制御手段によりドキュメント処理装置とアドホック
接続し、また、アドホック接続したドキュメント処理装置から提供される差分情報に基づ
いて更新手段により設定情報保持手段が保持する情報を更新する。一方、ドキュメント処
理装置が、クライアント端末装置毎にアドホック接続によりドキュメント処理実行した設
定情報及び処理情報を履歴情報保持手段で保持し、アドホック接続したクライアント端末
装置からのドキュメント処理ジョブ実行に係る情報と履歴情報保持手段に保持された情報
との差分情報を差分通知手段により当該クライアント端末装置に送信する。
【００１３】
　したがって、クライアント端末装置は、設定情報保持手段に保持した設定情報を利用し
て同じドキュメント処理装置とのアドホック接続処理を容易且つ迅速に行うことができ、
しかも、設定情報保持手段に保持した処理情報を利用して先にドキュメント処理装置によ
り行ったドキュメント処理に係る情報を認知させることができ、所要のドキュメント処理
装置を確認した上でアドホック接続処理を行うことができる。
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【００１４】
　ここで、本発明では、設定情報に係る機能部と処理情報に係る機能部とのいずれか一方
を備えた構成とすることもできる。
　すなわち、設定情報に係る機能部を備えた構成では、クライアント端末装置が、先にド
キュメント処理装置とアドホック接続した際に使用した無線接続に必要な設定値を設定情
報保持手段に保持し、当該保持された設定値を用いて通信制御手段によりドキュメント処
理装置とアドホック接続する。
　したがって、クライアント端末装置は、設定情報保持手段に保持した設定情報を利用し
て同じドキュメント処理装置とのアドホック接続処理を容易且つ迅速に行うことができる
。
【００１５】
　また、処理情報に係る機能部を備えた構成では、クライアント端末装置が、先にドキュ
メント処理装置とアドホック接続してドキュメント処理ジョブを実行した際の当該ドキュ
メント処理装置の処理情報を情報保持手段に保持し、アドホック接続したドキュメント処
理装置から提供される差分情報に基づいて当該情報保持手段が保持する処理情報を更新手
段により更新する。一方、ドキュメント処理装置が、クライアント端末装置毎にアドホッ
ク接続によりドキュメント処理実行した処理情報を履歴情報保持手段に保持し、アドホッ
ク接続したクライアント端末装置からのドキュメント処理ジョブを実行する処理情報と前
記履歴情報保持手段に保持された処理情報との差分情報を差分通知手段により当該クライ
アント端末装置に送信する。
　したがって、クライアント端末装置は、設定情報保持手段に保持した処理情報を利用し
て先にドキュメント処理装置により行ったドキュメント処理に係る情報を認知させること
ができ、所要のドキュメント処理装置を確認した上でアドホック接続処理を行うことがで
きる。
【００１６】
　ここで、アドホック接続に必要な設定情報としては、通信チャネル、サービスセットＩ
Ｄ（ＳＳＩＤ）、暗号化情報（ＷＥＰ）、ＭＡＣアドレス、ＩＰアドＰレス等があるが、
システム設定の必要に応じて取捨選択される。
　また、ドキュメント処理装置の処理情報としては、例えば印刷処理の用紙サイズ、１枚
の用紙に複数ページを印刷したか否かのｎＵｐ情報、両面印刷をしたか否かの情報等とい
ったドキュメント処理装置の機能に係る属性情報や、例えばプルプリントやダイレクトプ
リントといった処理サービスをサポートしているか否かといったドキュメント処理装置が
クライアント端末装置に提供する処理サービスに係る情報等、ドキュメント処理装置がジ
ョブを実行した時の処理内容に係る情報が用いられる。
【００１７】
　また、履歴情報保持手段はクライアント端末装置毎の設定情報や処理情報を保持するが
、クライアント端末装置毎の情報を例えばクライアント端末に付されたＩＤやＭＡＣアド
レス等により識別すればよい。
　なお、履歴情報保持手段は、クライアント端末装置とアドホック接続した日時情報を保
持情報に付加して保持し、アドホック接続がなされる毎に当該日時情報を更新するように
してもよく、これによって、最新の情報を管理することができる。
　また、履歴情報保持手段は、クライアント端末装置とアドホック接続通信した際の通信
品質情報（例えば、受信電波強度値）を保持情報に付加して保持し、ドキュメント処理装
置のアラーム通知手段が、アドホック接続したクライアント端末装置に対して通信品質が
当該履歴情報保持手段に保持された通信品質情報より劣化している時にはアラームを送信
するようにしてもよく、これによって、ユーザにクライアント端末装置の位置変更等を促
すことができる。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によると、クライアント端末装置に先の接続に係る設定情報や先のドキュメント
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処理に係る処理情報を保持させるようにしたため、容易且つ迅速にクライアント端末装置
がドキュメント処理装置に繰り返してアドホックモード接続してドキュメント処理させる
ことができる環境が実現される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　本発明を一実施形態に基づいて具体的に説明する。
　本例では、図１に示すように、クライアント端末装置としてモバイルコンピュータＭＴ
を用い、ドキュメント処理装置としてプリンタ機能やスキャナ機能等を複合的に備えた複
合機ＭＦＤを用いており、これらクライアント端末装置ＭＴと複合機ＭＦＤがそれぞれ有
する無線通信機能により無線ＬＡＮのアドホックモード接続して、一対一の直接接続によ
りクライアント端末装置ＭＴが複合機ＭＦＤからプリント処理等のサービスを受けること
ができる。なお、本例は、IEEE802.11ｂによる無線ＬＡＮシステムを用いている。
　ここで、ドキュメント処理装置として、プリンタ装置、スキャナ装置、ファクシミリ装
置、電子メール通信装置等といったドキュメント処理を行う種々な無線通信機能を有する
装置を用いることもでき、また、クライアント端末装置として、ＰＤＡ、携帯電話機等と
いった種々な無線通信機能を有する装置を用いることもできる。
【００２０】
　図２には、本例のクライアント端末装置ＭＴと複合機ＭＦＤとがそれぞれ有する機能を
示している。
　クライアント端末装置ＭＴは、アドホック接続する無線通信手段１、ドキュメント処理
装置ＭＦＤとアドホック接続した際に使用した無線接続に必要な設定情報及び当該アドホ
ック接続してドキュメント処理ジョブを実行した際の当該ドキュメント処理装置ＭＦＤの
処理情報を保持する設定テーブル（設定情報保持手段）２、設定テーブル２に保持された
設定情報を用いてドキュメント処理装置ＭＦＤと無線通信手段１によりアドホック接続す
る通信制御手段３、アドホック接続したドキュメント処理装置ＭＦＤから提供される履歴
情報に基づいて設定テーブル２が保持する情報を更新する更新手段４、ユーザからの入力
を受け付けまたユーザに対して情報を画面表示するユーザインタフェース（ＵＩ）５を有
している。
【００２１】
　本例の設定テーブル２は、図３に示すように、無線接続に必要な設定情報として目的の
複合機ＭＦＤにアドホック接続した際の「通信接続設定値」情報を保持し、また、当該ド
キュメント処理装置ＭＦＤの処理情報として「印刷属性」情報及び「印刷サービス」情報
を保持している。
　そして、「通信接続設定値」としては、アドホック接続か否かを示す「モード」、アド
ホック接続の通信チャネルを示す「ＣＨ」、目的のドキュメント処理装置ＭＦＤが属する
サービスセットの識別子「ＳＳＩＤ」、暗号化情報「ＷＥＰ」が含まれている。
　また、「印刷属性」としては、ドキュメント印刷した「用紙サイズ」、１枚の用紙に２
ページを印刷することが可能か否かを示す「２Ｕｐ印刷」、両面印刷が可能か否かを示す
「両面」が含まれており、また、「印刷サービス」としては、プルプリントやダイレクト
プリントのサービスがサポートされているか否かを示す情報が含まれている。
【００２２】
　複合機ＭＦＤは、プリント処理等のドキュメントデータ処理を行うデータ処理手段１０
、アドホック接続する無線通信手段１１、クライアント端末装置毎にアドホック接続によ
りドキュメント処理を実行した処理情報及び無線接続に必要な設定情報を保持する履歴管
理テーブル（履歴情報保持手段）１２、アドホック接続に係る通信制御処理を行う通信制
御手段１３を有している。
【００２３】
　更に、通信制御手段は、アドホック接続のためのＩＰアドレス割り当てを行うＤＨＣＰ
手段１４、アドホック接続したクライアント端末装置ＭＴからのドキュメント処理ジョブ
を実行する処理情報と履歴管理テーブル１２に保持された処理情報との差分情報を当該ク
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ライアント端末装置ＭＴに無線通信手段１１から送信する差分通知手段１５、アドホック
接続したクライアント端末装置ＭＴに対して通信品質が履歴管理テーブル１２に保持され
た通信品質情報より劣化している時にはアラームを無線通信手段１１から送信するアラー
ム通知手段１６を有している。
【００２４】
　本例の履歴管理テーブル１２は、図４に示すように、クライアント端末装置毎のＭＡＣ
アドレスにより識別したレコードを保持しており、各レコードには最新のアドホック接続
された「日時」、当該接続における設定情報や処理情報を含む「設定Ｌｏｇ」、当該接続
時の通信品質を表す「受信強度」が保持されている。なお、本例では、「日時情報」は対
応するクライアント端末装置ＭＴとアドホック接続がなされる度に更新される。
【００２５】
　「設定Ｌｏｇ」は、上記設定テーブル２に略対応する情報を含んでおり、本例では図５
に示すように、処理情報として先のドキュメント処理における「印刷属性」及び「印刷サ
ービス」、設定情報として先のアドホック接続における「通信設定値」を含んでいる。
　「印刷属性」には「用紙サイズ」、「２Ｕｐ印刷」、「両面」が含まれ、「印刷サービ
ス」にはプルプリントやダイレクトプリントのサービスサポート情報が含まれ、「通信設
定値」には「ＣＨ」や「ＷＥＰ」等が含まれている。
　なお、図５に示すようなアドホック接続毎のログ情報は履歴管理テーブル１２の「設定
Ｌｏｇ」に対応付けて蓄積記録され、後述するようにログ情報間の差分情報の抽出に用い
られる。
【００２６】
　ここで、クライアント端末装置ＭＴの各機能手段１～５や、ドキュメント処理装置ＭＦ
Ｄの各機能手段１１～１６は、それぞれ専用の装置要素として構成するようにしてもよい
が、本例では、クライアント端末装置ＭＴのコンピュータハードウエアで本発明に係るプ
ログラムを実行させ、また、ドキュメント処理装置ＭＦＤのコンピュータハードウエアで
本発明に係るプログラムを実行させることにより構成している。
【００２７】
　図６と図７には、本例におけるクライアント端末装置ＭＴとドキュメント処理装置（複
合機）ＭＦＤとのアドホック接続手順を示してあり、図６には最初の接続手順（イニシャ
ル時）を示し、図７には次回以降の接続手順（リピート時）を示してある。
【００２８】
　まず、図６に示すイニシャル時では、クライアント端末装置ＭＴは複合機ＭＦＤが定期
的に発信するビーコン信号をスキャンして、当該ビーコン信号に含まれる通信チャネル、
サービスセットＩＤ、ＷＥＰ等の設定情報を取得する。
　そして、ユーザからの指示入力に応じて、クライアント端末装置ＭＴがアドホック接続
要求を複合機ＭＦＤへ送信すると、複合機ＭＦＤが当該アドホック接続要求に含まれる端
末ＭＴのＭＡＣアドレスにより履歴管理テーブル１２を照合する。なお、イニシャル時で
は履歴管理テーブル１２に当該ＭＡＣアドレスに該当するレコードはないので、複合機Ｍ
ＦＤは、当該ＭＡＣアドレスによるレコードを履歴管理テーブル１２に追加し、当該アド
ホック接続要求信号の受信日時及び受信強度をレコードに記録する。
【００２９】
　次いで、クライアント端末装置ＭＴが送信要求（ＲＴＳ）を複合機ＭＦＤへ送信すると
、受信可能な状態であれば、複合機ＭＦＤが送信許可（ＣＴＳ）を返信し、次いで、クラ
イアント端末装置ＭＴが複合機ＭＦＤのＩＰアドレス要求（ＡＲＰ）を当該複合機ＭＦＤ
へ送信すると、複合機ＭＦＤが自己のＩＰアドレスを返信する。
　そして、クライアント端末装置ＭＴが自己のＩＰアドレス要求（ＤＨＣＰ）を複合機Ｍ
ＦＤへ送信すると、複合機ＭＦＤがＤＨＣＰ手段１４によりアドホック接続に用いるクラ
イアント端末装置ＭＴのＩＰアドレスを割り当てて、当該ＩＰアドレスを返信する。
【００３０】
　このように、クライアント端末装置ＭＴと複合機ＭＦＤとがアドホック接続に用いる双
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方のＩＰアドレスを交換した後、当該ＩＰアドレスを用いてクライアント端末装置ＭＴと
複合機ＭＦＤとが一対一のアドホック接続する。
　双方で通信接続が完了すると、クライアント端末装置ＭＴが複合機ＭＦＤに処理情報（
属性、サービス情報）を要求し、複合機ＭＦＤがこれに応じて履歴管理テーブル１２に保
持している該当情報を返信する。なお、イニシャル時では履歴管理テーブル１２に当該情
報がないので当該情報は送信されないが、上記新規レコードの追加において、複合機ＭＦ
Ｄが実行できる属性やサービスのデフォルト情報を管理テーブル１２に記述し、当該デフ
ォルト情報をクライアント端末装置ＭＴへ返信するようにしてもよい。
【００３１】
　クライアント端末装置ＭＴは、複合機ＭＦＤから送信された情報とともに、当該複合機
ＭＦＤとのアドホック接続に用いた無線接続設定情報（上記取得した通信チャネルやＷＥ
Ｐ等）を設定テーブル２に記録し、次いで、複合機ＭＦＤにドキュメント処理ジョブを送
信する。複合機ＭＦＤでは、受信したドキュメント処理ジョブを実行し、ドキュメントプ
リント出力等の処理が終了したところでクライアント端末装置ＭＴへ終了通知を送信する
。
【００３２】
　次に、図７に示すリピート時では、クライアント端末装置ＭＴは、設定テーブル２に保
持した前回接続時の設定情報を用いて、アドホック接続要求を複合機ＭＦＤへ送信する。
すなわち、イニシャル時に比べて、ビーコン信号から通信チャネル情報等を取得して無線
通信手段１に設定する処理や操作が省かれる。
　複合機ＭＦＤでは、アドホック接続要求に含まれる端末ＭＴのＭＡＣアドレスにより履
歴管理テーブル１２を照合し、履歴管理テーブル１２の該当すＭＡＣアドレスのレコード
に当該アドホック接続要求信号の受信日時及び受信強度を更新記録する。
【００３３】
　そして、イニシャル時と同様に、送信要求（ＲＴＳ）、送信許可（ＣＴＳ）、ＩＰアド
レスの交換を行って、クライアント端末装置ＭＴと複合機ＭＦＤとが一対一のアドホック
接続する。
　このように双方で通信接続が完了すると、クライアント端末装置ＭＴが複合機ＭＦＤに
処理情報（属性、サービス情報）を要求し、複合機ＭＦＤがこれに応じて履歴管理テーブ
ル１２に保持している該当情報を返信する。
【００３４】
　本例では、複合機ＭＦＤでは、履歴管理テーブル１２の「設定Ｌｏｇ」に記録されてい
る履歴情報に基づいて、図８に示すように、差分通知手段１３が、今回の接続における処
理情報を前回の接続における処理情報との差分を抽出し、当該差分情報をクライアント端
末装置ＭＴへ提供する。すなわち、図５に示す例では、前回の設定Ｌｏｇでは用紙サイズ
がＡ４/Ａ３/Ｂ５であったが、今回の処理に係る設定Ｌｏｇでは用紙サイズがＡ４/Ａ３
となるので、当該用紙サイズに係る情報だけをクライアント端末装置ＭＴへ提供する。
【００３５】
　クライアント端末装置ＭＴは、複合機ＭＦＤから送信された情報に基づいて、更新手段
４が設定テーブル２を更新する。したがって、設定テーブル２には最新の情報が更新記録
され、設定テーブル２の記録情報をユーザインタフェース５に表示する等してユーザに提
示することで、ユーザがドキュメント処理装置ＭＦＤに処理ジョブを依頼する場合に、ど
のような処理を行ったことのあるドキュメント処理装置かといった情報を認識することが
できる。
　そして、クライアント端末装置ＭＴから複合機ＭＦＤにドキュメント処理ジョブを送信
し、複合機ＭＦＤは、受信したドキュメント処理ジョブを実行して、当該処理が終了した
ところでクライアント端末装置ＭＴへ終了通知を送信する。
【００３６】
　ここで、本例では、クライアント端末装置ＭＴからの接続要求を受信した時に、複合機
ＭＦＤは当該要求信号の受信強度を履歴管理テーブル１２に記録している。
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　そこで、リピート時にクライアント端末装置ＭＴからの接続要求を受信した場合に、ア
ラーム通知手段１６が、当該要求信号の受信強度と履歴管理テーブル１２に記録している
前回の受信強度とを比較して、受信強度が前回より低下している場合には、クライアント
端末装置ＭＴに提供する情報に通信品質を上げるようにクライアント端末装置ＭＴの位置
や角度の変更を促すアラーム情報を含め、クライアント端末装置ＭＴのユーザインタフェ
ース５から出力させるようにしてもよい。なお、このような比較に基づくアラーム通知の
他、受信要求が予め設定されている基準値以下の場合に、クライアント端末装置ＭＴへア
ラーム通知をするようにしてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】本発明の一例に係るドキュメント処理システムを示す図である。
【図２】本発明の一例に係るクライアント端末装置とドキュメント処理装置の機能構成図
である。
【図３】本発明の一例に係る設定テーブルを説明する図である。
【図４】本発明の一例に係る履歴管理テーブルを説明する図である。
【図５】本発明の一例に係る履歴管理テーブルの設定Ｌｏｇを説明する図である。
【図６】本発明の一例に係るイニシャル時の処理手順を説明する図である。
【図７】本発明の一例に係るリピート時の処理手順を説明する図である。
【図８】本発明の一例に係る差分情報を説明する図である。
【符号の説明】
【００３８】
　１：無線通信手段、　２：設定テーブル（設定情報保持手段）、
　３：通信制御手段、　４：更新手段、
　１１：無線通信手段、　１２：履歴管理テーブル（履歴情報保持手段）、
　１３：通信制御手段、　１４：ＤＨＣＰ手段、
　１５：差分通知手段、　１６：アラーム通知手段、
　ＭＴ：クライアント端末装置、　ＭＦＤ：複合機（ドキュメント処理装置）。
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【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】 【図７】

【図８】
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